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【集落活動の実施率と総⼾数の関係】

【耕地⾯積の推移】

注1) 国勢調査の組替集計による。なお、令和２年以降(点線部分)はコーホート分析による推計値である。
2) 農業地域類型は平成12年時点の市町村を基準とし、平成19年4⽉改定のコードを⽤いて集計した。

【農業地域類型別の⼈⼝推移と将来予測】

資料︓農林⽔産政策研究所「農村地域⼈⼝と農業集落の将来予測」（2019年８⽉）

○ 条件不利地域ほど⼈⼝減少は顕著であり、集落内の⼾数減少は著しい状況。集落の総⼾数が10⼾を
下回ると、農地の保全等を含む集落活動の実施率が急激に低下。今後の⼈⼝動態を踏まえると、中⼭間
地域での集落活動実施率は更に低下し、⾷料供給機能や多⾯的機能の維持・発揮に⽀障が⽣じる恐れ。

中⼭間地域の⼈⼝減少と農業集落の状況

(年)

資料：農林水産省「耕地及び作物面積統計」

(万ha)

【総⼾数が９⼾以下の農業集落の割合】

（出所）農林⽔産政策研究所「⽇本農業・農業構造の展開過程-2015農林業センサス
の総合分析-」（平成30（2018）年12⽉） ２



農村地域での集落機能の低下と地域運営組織の必要性

農村集落機能の衰退

資源管理
（所有と利⽤の分離）

⽣産補完
（相互補完の希薄化）

⽣活扶助
(社会サービスの後退)

農地、共同施設の荒廃化

⽣活の困難化経営縮⼩、離農

⽣産補完や⽣活扶助の農村集落機能が衰退
資源管理が困難となり農地や共同施設が荒廃

○ 中⼭間地域では、⾼齢化・⼈⼝減少の進⾏により、農業⽣産活動のみならず、地域資源（農地・⽔路
等）の保全や⽣活（買い物・⼦育て）など集落維持に必要な機能が弱体化。

○ 農家、⾮農家が⼀体となり、⽣産、⽣活扶助、資源管理に取り組むことで、地域コミュニティの機能
を維持・強化することが必要。

３つの集落機能を補完する地域運営組織（RMO)が必要
地域運営組織とは、地域の⽣活や暮らしを守るため、地域で暮らす⼈々が中⼼となって形成され、

地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、
地域課題の解決に向けた取り組みを持続的に実践する組織。

RMO: Region Management Organizationの略
（例）○○まちづくり協議会、○○地域づくり協議会、○○地域協議会、○○地域運営協議会 等 ３



○ 近年、地域で暮らす⼈々が中⼼となって地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する
地域運営組織（RMO）の形成数は増加。⼀⽅、農に関する活動は僅か。

○ 市町村の⼀般⾏政職員数は、17年間で11.2%減少。特に農林⽔産担当は27.6%と減少幅が⼤きい。

地域運営組織（RMO）の現状と課題

実施している活動のうち、
主要な活動であると考えているもの

出典︓総務省「地域運営組織の実態把握調査」
（1,706 市区町村（回収率 98.7％）、個票︓6,064 組織）

農に関する活動
活動は僅か‥
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出典︓総務省「地⽅公共団体定員管理調査結果」から作成。
（⼀部事務管理組合の職員を除いている）

市町村職員数の推移
⼀般⾏政（福祉関係除く） 農林⽔産

11.2％ 減少
27.6％ 減少

⽣活⽀援活動
基礎的活動

４



中⼭間地域の保全のための農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）のイメージ

農⽤地の保全 地域資源の活⽤ ⽣活⽀援

農村ＲＭＯ※

総
務
部

⽣
活
部

交
流
部

産
業
部

資
源
部

⾃治会・町内会
婦⼈会・ＰＴＡ
社会福祉協議会
など

事務局

協議機能

※ 地域運営組織が展開する活動は多種多様であり、法⼈格を持たない任意団体（⾃治会・町内会、⾃治会等の連合組織など）をはじめ、NPO法⼈、
認可地縁団体、⼀般社団法⼈、株式会社、合同会社など多様な法⼈制度を活⽤。

集落協定
集落営農
農業法⼈
など

（⼩学校区程度のエリア）
事業の実施実⾏機能協議会（総会）

農地周辺等の草刈り作業 直売所を核とした域内経済循環 集荷作業と併せた買い物⽀援

地域の存続に向けて普段から組織的に活動を⾏って
いる農業者を⺟体とした組織を形成

中⼭間地域等直接⽀払、多⾯的機能⽀払による共同活動、組織的活動の下地
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複数の集落による集落協定や農業法⼈など農業者を⺟体とした組織と、⾃治会、社会福祉協議会など多様な地域の
関係者とが連携して協議会を設⽴し、農村ＲＭＯの活動の基本となる農⽤地等の保全、地域資源の活⽤、農⼭漁村の
⽣活⽀援に係る将来ビジョンを策定し、これに基づき各事業を実施。

中⼭間地域等直接⽀払の対象集落

多⾯的機能⽀払の対象集落

地
域
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン

資源管理 ⽣産補完
農業振興 ⽣活扶助

５



＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞
１．農村ＲＭＯモデル形成⽀援

地域協議会等が作成する将来ビジョンに基づく農⽤地保全、地域資源活⽤、⽣
活⽀援にかかる調査、計画作成、実証事業等の取組を⽀援します。
【事業期間︓上限３年間、交付率︓定額】

２．農村ＲＭＯ伴⾛⽀援体制の構築
農村ＲＭＯ形成を効率的に進めるため、中間⽀援組織の育成等を通じた都道

府県単位における伴⾛⽀援体制の構築や、各地域の取組に関する情報・知⾒の蓄
積・共有、研修等を⾏う全国プラットフォームの整備に対して⽀援します。

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

【令和４年度予算額 9,752（9,805）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
中⼭間地域において、複数の農村集落の機能を補完する「農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）」の形成により地域で⽀え合うむらづくりを推進するため、

農村ＲＭＯを⽬指してむらづくり協議会等が⾏う実証事業等の取組や協議会の伴⾛者となる中間⽀援組織の育成等の取組に対する⽀援を実施します。

＜事業⽬標＞
農⽤地保全に取り組む地域運営組織（100地区［令和８年度まで］）

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ：Region Management Organization）
複数の集落の機能を補完して、農⽤地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、⽣
活⽀援等地域コミュニティの維持に資する取組を⾏う組織

＜事業の流れ＞

定額

国
地域協議会

定額

定額

都道府県 （１の事業）

都道府県、⺠間団体 （２の事業）

農⼭漁村振興交付⾦(中⼭間地農業推進対策)のうち
農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成推進事業 〜地域で⽀え合うむらづくりの推進〜

※下線部は拡充内容

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成推進事業

【⽀援対象】
・調査・分析
・計画作成
・実証事業 等

ワークショップ 研修会 先進地視察

全国プラットフォーム

中間⽀
援組織

地域

中間⽀
援組織

地域 地域 地域

農村ＲＭＯモデル形成⽀援

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）のイメージ

農⽤地の保全、農業⽣産

⾃治会・町内会
婦⼈会・ＰＴＡ
社会福祉協議会など

集落協定、集落営農
農業法⼈
など
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集落
協定

総
務
部

⽣
活
部

交
流
部

産
業
部

資
源
部

集落
協定

集落
協定集落 集落

営農
農業
法⼈
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●複数の集落による集落協定等と⾃治会など多様な地域
の関係者が連携して協議会を設⽴
●地域の話合いにより、農⽤地の保全、地域資源の活⽤、
農村の⽣活⽀援に係る将来ビジョンの策定

【事業対象分野】
地域資源活⽤ ⽣活⽀援農⽤地保全

集荷作業と併せた買い物⽀援農地周辺・林地の草刈り作業 直売所を核とした域内経済循環

農村ＲＭＯ伴⾛⽀援体制の構築

６



市町村 都道府県中間⽀援組織

農村ＲＭＯ形成推進に関する推進体制について

○ 農村ＲＭＯを効果的に形成するため、全国レベル、県域レベル、地域レベルの各段階における推進
体制の構築等を⽀援する。

地域マネー
ジャー

【全国レベル】

【県域レベル】

【地域レベル】

研究会
(指導助⾔・評価)

研修
(スキルアップ)

フォーラム
(普及啓発・意⾒交換)

Webサイト
(情報共有・発信)

共通プラットフォーム
農村RMOに関わる事業者・関係機関等からの情報を集約し、情報発信や共有・交流を⾏う場を形成

⽀援チーム
農村RMOを⽬指す地域に対し、関係する部局・機関が連携した伴⾛⽀援体制を整備

農林部局
地域振興部局

健康福祉部局

農林部局
地域振興部局

健康福祉部局

伴⾛

コーディ
ネーター

集落⽀援員 ⽣活⽀援
コーディ
ネーター

JA職員

集落集落 集落集落 集落集落 集落

農村地域づくり協議会
⾃治会・町内会
婦⼈会・ＰＴＡ
社会福祉協議会など

集落協定、集落営農
農業⽣産法⼈
など

農村ＲＭＯ
複数集落を範囲として農業者の組織と⾃治会等地域の多様な主体が連携して協議する体制を構築

事務局

中⼭間地域等直接⽀払交付⾦
多⾯的機能⽀払交付⾦

参画

地域
おこし
協⼒隊

農村ＲＭＯ形成の
ノウハウを蓄積し、
全国にＤＮＡを普
及

部局横断的な農村
ＲＭＯ⽀援チーム
を形成し、農村Ｒ
ＭＯ形成の伴⾛を
実践し、ノウハウ
を蓄積

当該県におけるモ
デル的な農村ＲＭ
Ｏを形成し、横展
開

⽀援

７

教育委員会教育委員会
公⺠館主事
社会教育⼠
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⑤

⑥

⑧

⑦

③

⑨

将来的な有機利⽤エリア
（そば、緑肥作物等）

担い⼿への集約

担い⼿への集約

担い⼿への集約

平場営農組織

（イメージ図）

⑤

⑥
⼦供⾷堂

複数集落を対象とした持続的な⼟地利⽤（再編）のイメージ
○ ⼈⼝減少や⾼齢化が急速に進⾏する中⼭間地域においては、近年、更に⼈⼝減少が進⾏し、集落コミュニティの脆弱化が懸念されるとともに、

様々な政策努⼒を払ってもなお農地としての維持が困難な⼟地が増⼤
○ このため、地域の話し合いを通じて、守るべき農地を明確化し、従来の⼿法では維持困難な農地については、農村ＲＭＯが受け⽫となって、

地域内外の新たな⼈材等を呼び込みながら、放牧、蜜源作物、緑肥作物等、省⼒作物による粗放的利⽤等により農⽤地を保全

担い⼿への集積・集約化が困難な農地について、農村RMOを中⼼に農⽤地保全に向けた⼟地利⽤を検討

③粗放的な利⽤による
農業⽣産（放牧）

⑤粗放的利⽤のための整備
（電気策の設置）

⑥農業⽣産の再開が困難
な⼟地への植林

⑨粗放的な利⽤による
農業⽣産（蜜源作物）

②粗放的な利⽤による
農業⽣産（緑肥作物）

話合いの様⼦

④⿃獣緩衝帯

⑧果樹（ナツメ）

⑦福祉⽬的での農園利⽤
（ユニバーサル農園）

①粗放的な利⽤による
農業⽣産（燃料作物）

②

⾼齢者等

新規参⼊

新規参⼊

若者の雇⽤

８



「福祉農園」から始まる「農村版地域包括ケアシステム」の構築 （事例︓岩⼿県花巻市）
・ 農村ＲＭＯが地域の課題解決に向け、農業・福祉の関係団体との連携による取組を実施。

・ 福祉農園における農作業や交流を通じて、高齢者・障がい者・子どもを含めた共生型地域コミュニティを形成。

地域住⺠
（⼈材）

（農業系）
・市 農政課、

農村林務課
・ＪＡ 等

（福祉系）
・市 長寿福祉課、

障がい福祉課
・地域包括支援センター
・社会福祉協議会
・大学（福祉学部）
・障がい者施設
・こども園 等

地域関係団体

福祉農園

子どもに対する食育 加工品の開発（６次化） 配食サービスの食材 福祉施設へ食材提供 サロン活動

福祉農園での活動を通じて、共⽣型地域コミュニティを形成︕

生きがい活動 子どもの食育

農地の貸し出し・交流

障がい者 ⼦ども⾼齢者

連携 実践
参加

介護予防の実践現場として、

農作業の活動の場を提供

地域住民が主体となり、

自動車による付き添い支援等を実施

遊休農地活用・
地域資源活用

９



農村RMO形成推進に向けた取組（地域の実情に応じた、関係部局を横断して伴⾛する体制の必要性）
○ 農村RMOの活動内容は、｢農用地保全｣を基軸としつつ、｢地域資源活用｣｢生活支援｣ も含まれることから、
従来の農村振興施策とは異なり、課題や支援施策も多分野に亘るもの。

○ 農村RMOの形成推進に向けて、例えば、農林水産部局と企画調整部局が車の両輪となるなど、関係部局を
横断した組織体制を構築し、「伴走」することで、地域の悩み・課題・ニーズに対して幅広く対応。

○ 伴走を機動的に行い、県内への横展開を図るため、中間支援組織への一部事務委託も検討。

（国）

総務省

厚生労働省

文部科学省

国土交通省

内閣府

（県） （市町村）

農林水産省

他社会教育部局

地域振興部局 福祉部局
（農村RMOを形成したい地域）

中間支援組織
（NPO等）

御用聞き
ノウハウ蓄積
情報発信
横展開等

支
援

ご提案

調整部局
施策統合

農林部局
農村RMO施策推進

一部
事務の委託

A集落協定
B集落協定
C集落営農

中⼭間地域等
直接⽀払組織

等

社会福祉協議会

⼀般RMO
公⺠館

地域の組織

⾃治体 等

農地保全部局

まちづくり部局

福祉部局

社会教育部局

代表部局

連携

Ｄ農業法⼈

【体制構築の例】
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